
◆にぎわいある街なかをつくりたい 

公共施設等を街なかに計画的に配置したい・・・ 

【取組み課題】 

 

 

 
 
【取組みの目的】 

 

名 称 十和田市官庁街通り地区 

場 所 青森県十和田市西十二番町 14 番街区 

取組みの 

背景 

○十和田市立中央病院は昭和 38 年に建設され、青森県上十三地域保健医療圏の中核病

院としてその役割を担ってきたが、主施設は老朽化・狭隘化が進み、近年の医療機能の急

速な進歩と療養環境の向上に対応できない状況にあった。 

取組みの 

概要 

○圏域住民に対して高度専門医療や快

適な療養環境を提供するために、老

朽化した市立中央病院の新本館を、

診察業務を続けながら建設し、診察部

門、病棟部門を新本館に移転した後、

空きビルとなる西棟・西棟新館を改修

し、健診センター及び精神科外来・病

棟として利用している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省ホームページ 

公共公益施設等は車社会の到来などを背景に、自家用車の利便性が高く、街なかに比べて土地の取得

が容易な郊外への立地が進む傾向にある。街なかへ公共公益施設等を計画的に誘導していくことが必要。 

【青森県十和田市】 

⇒上記の課題に対し、十和田市では暮らし・にぎわい再生事業により、中心市街地にある老朽化した市立病

院の建て替えを、郊外へ移転することなく行っている。 

写真提供：十和田市



活用制度・

事業 

○暮らし・にぎわい再生事業 

・都市機能まちなか立地支援（十和田市立中央病院本館、南渡り廊下） 

事業期間：平成 18 年度～平成 21 年度 

・空きビル再生支援（十和田市立中央病院西棟・西棟新館） 

事業期間：平成 18 年度～平成 21 年度 

・関連空間整備（十和田市立中央病院駐車場） 

事業期間：平成 20 年度～平成 21 年度 

・総事業費：約 130 億円（うち補助対象額 801 百万円（うち国費 314 百万円） 

取組みの 

効果 

○十和田市の主要な公共公益施設は、国･県の関連施設も含め、中心市街地の官庁街通り

に集中的に立地しており、都市機能の集積が図られている。 

○十和田市立中央病院の建て替えは、現在地において行われたため病院利用者に不便を

かけることなく、病院機能の高度化が図られた。 

 


